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１．関係法令�

（１）「貸金業の規制等に関する法律」（貸金業規制法）�

　従来、貸金業を営む者（クレジット、信販などを含

む融資業務を行うノンバンク）に関わる法律は、業法

として位置付けられる「貸金業の規制等に関する

法律」（貸金業規制法）と、金利規制を行う法律と

して「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り

に関する法律」（出資法）があり、この二つを総称し

て「貸金業規制二法」と呼ばれ、この二法を中心と

して業務を行ってきました。�

　しかし、現在市場の制度的枠組みを大きく変える

法律などが、幅広い領域にわたって次 と々制定・検

討されてきており、消費者金融業界に対して影響を

与えるものも少なくありません。ひとつには、金融機関

の経済的再生を目指すものであり、もう一方には、金

融機関の不良債権処理の推進に端を発する法律

の制定で、いずれも新しい動きといえます。�

概　況��

　法律概要―1983年成立・1999年改正�

　1975年（昭和50年）頃から貸金業者が急増し、こ

れに伴い、いわゆる「過酷な取り立て・過剰貸付・高

金利」（３Ｋ）などと呼ばれた社会問題が発生しました。

この問題は国会でも取り上げられ、その対応策とし

て与野党はそれぞれの立場から規制法案を提出し、

長期にわたる議論が行われました。8年後の1983年（昭

和58年）4月に出資法の改正とともに議員立法によっ

て「貸金業の規制等に関する法律」（貸金業規制法）

が成立、同年11月より施行されました。法律のポイン

トは次のとおりです。�

　①貸金業者に登録制が導入された――それまでは、

開業後に届け出を行うだけで誰でも営むことが

でき、何ら資格要件が無かったものを、事前に

大蔵大臣（現在は金融庁長官）または都道府

県知事の登録を受けなくてはならなくなった。�

　②業務に関する規制が行われた――貸付条件

の掲示、書面の交付、誇大広告の禁止、過剰

貸付の禁止、取立て行為の規制などが定めら

れた。�

�

　③貸金業協会および同連合会に関する規則が

定められた�

　④大蔵大臣（現在は金融庁長官）または都道府

県知事の監督権限が明確化された�

　⑤金利規制が強化される一方（年109.5%→年

40.004%）、いわゆるグレーゾーン金利につい

てその有効性が明確化された�

　この貸金業規制法の施行により貸金業者の法的

な位置付けが明確化されたことについては、意義深

いものとなりました。�

　その後1999年、商工ローン問題における保証人と

のトラブルに端を発し、保証人に対する保護強化を

目的として、通知義務などについて貸金業規制法は

改正され、出資法も同時に改正されました。改正の

主な内容は、以下のとおりです。�

　①保証人への都度の書面交付の義務付け�

　②保証契約締結前の書面交付の義務付け�

　③貸付利率の明確化�

　④取り立て行為の規制の強化�

　⑤罰則の強化�
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（２）「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」（出資法）�

　1952年～53年頃に全国規模で、出資金に対し元本を保証し月2分の利益配当を約束

して、一般大衆から零細な資金を集め、その額は当時で45億円ともいわれました。しかし

1953年に朝鮮戦争が終結し、政府による金融引締政策がとられたことでヤミ金融機関

や利殖機関の倒産が相次ぎ、この「保全経済会」も1954年に倒産、これにより出資金の

返還が行われず社会問題化しました。�

�

（３）「利息制限法」��

　法律概要―1954年成立�

　戦後の混乱期に、有利な条件をうたい文句にして

出資を集め、高利で貸し出すという詐欺まがいの商

法が多発しました。なかでも多くの大衆に被害を及

ぼした「保全経済事件」をきっかけとして1954年6月、

一般大衆保護を目的に「出資法」が制定されました。�

　正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等

の取締りに関する法律」で、9ヶ条の条文でできてい

ます。主な条文内容は、以下の3点です。�

　①出資金の受入の制限（第１条）および預り金の

禁止（第２条）�

　②金融機関の役職員による浮貸し等の禁止（第３条）�

　③高金利の処罰（第５条）および金銭貸借の媒介

手数料の制限（第４条）�

　ここで、高金利に対する規制としては「金銭の貸

付けを行う者が、年109.5％を超える割合による利息

の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受

領したときは、３年以下の懲役若しくは300万円以下

の罰金に処し、又はこれを併科す」と定めました。�

　改正―1983年、1999年�

　それまでの金利規制は1949年5月に公布された「貸

金業等の取締りに関する法律」（第170号）でした。

これには日歩50銭（年182.5％）以下とする行政指

導が盛り込まれていましたが、罰則規制が無かった

ため、高金利に対する抑止力が期待できませんでした。

こうしたなかで、高金利の禁止を法定化する気運が

高まり、その当時の平均的金利であった日歩30銭（年

109.5％）で可決されました。�

　その後1983年11月の「貸金業規制法」施行と同

時に出資法も大幅に改正され、従来の年109.5％か

ら段階的に上限金利の引き下げ（年73.0％＝1983年

11月、年54.75％＝1986年11月）が行われ、1991年

11月に年40.004％となりました。�

　この改正により、従来までは「利息制限法」を超え

る利息は、任意による支払いを認めていましたが、法

的には無効であったものを、貸金業者の登録制度を

整備し、貸金業者に対し同法に基づく登録および利

用者に契約内容の開示を義務付けることにより、任

意の支払いの法的有効性が規定されることとなり

ました。またこの利息は、礼金・手数料なども含め「す

べて利息とみなす」と規定しています。�

　1999年に商工ローン問題に端を発し、議論がし尽

くせないまま同年12月、改正法が成立し2000年６月

から年29.2％を上限金利として施行されました。なお、

これについては今後の金融動向などを勘案して、３

年後に必要な見直しを行うことになっています。�

　法律概要―1877年成立、1954年・1999年改正�

　最初の「利息制限法」は1877年（明治10年）太

政官布告第66号により定められました。�

　その後1898年（明治31年）と1919年（大正8年）

に改正され1954年（昭和29年）に、本法律は廃止さ

れました。同年、「出資法」が制定されたのと相前

後して（新）利息制限法が制定されました。�

　条文は、簡潔に４条で構成されています。�

　主な内容は「上限金利は、元本10万円未満は年

率20％、10万円以上100万円未満は年率18％、100

万円以上は年率15％と規定し、超過部分の利息は

無効とする。但し債務者がこの超過部分を任意に支

払った時はその返還を請求できない」となっています。�

　1999年12月には一部改正され、遅延損害金の上

限金利は、これまでの法定金利の2倍までから1.46

倍までに引き下げられ2000年6月から施行されました。�

保全経済会事件�
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２．利用者保護に関する法制度�

（４）「ノンバンク社債発行法」��

　法制度の改革は利用者保護の観点からも数多く

の改革が行われています。既に経済的破綻の恐れ

がある債務者を適正・迅速なる更生を図ることを目

的とした「特定調停法」や、あらゆる契約に対し網

羅的ルールと位置付けられる「消費者契約法」など

が成立しています。�

　また金融サービス全般にわたる包括的法制度と

して「金融サービス法」（仮称）なども早期制定に向

けて検討されています。個人版民事再生法ともいわ

れる「改正民事再生法」は2000年12月に成立し

2001年4月に施行されました。�

　民事再生法の特則として�

①小規模個人再生に関する特則�

②給与所得者等再生に関する特則�

③住宅資金貸付債権に関する特則�

　上記の３点が改正民事再生法に盛り込まれています。�

概　況�

昭和30年の物価�

牛乳：10円�
銭湯：大人15円�
そば：30円�
新聞購読料：580円�
大卒初任給：�
12,000円�
�

　立法趣旨と貨幣価値�

　「出資法」との違いは立法趣旨にあります。「利

息制限法」は、金利を民事上で規制することによっ

て経済的弱者を保護しようとするものです。�

　一方「出資法」は、街の金融機関や利殖機関によ

る不法行為により被害が発生し社会問題化したこと

により制定された法律で、利用者の被害を防止する

とともに社会的弊害を防ぐために、著しい高金利に

対しては刑罰をもって防止しようとの趣旨で制定され

たものです。�

　なおこの「利息制限法」は1954年（昭和29年）�

の制定であり、貨幣価値は当時の物価水準などか

ら勘案すると、現在の10～15分の1程度と推定され

ます。�

　従って「利息制限法」に定められた元本10万円

は現在の貨幣価値換算で約100万円、元本100万

円は現在の貨幣価値換算で約1000万円に相当す

るものと思われます。�

　1999年成立・施行―経緯�

　貸金業者の社債発行を禁止する「出資法」が制

定された1954年当時は、社債制度が未成熟であり、

貸付資金のために発行された社債が、銀行預金と

誤認される恐れがありました。また戦後の資金不足

の時代で、限りある資金を国民経済の発展のために

有用に配分することが求められていたため、金融仲

介業務は極めて公共性が高いものであるとして、社

債の発行は銀行などに限定されていました。�

　その後1997年に中間報告が出された「ノンバンク

に関する懇談会」において、ノンバンクの金融システ

ム上での役割を踏まえ、社債における調達の多様化

について報告され、1999年5月、金融システム改革

の一環として「金融業者の貸付業務のための社債

の発行等に関する法律」（ノンバンク社債発行法）

が成立・施行されました。立法の目的は以下のとおり

とされています。�

　①金融仲介チャンネルの多様化による経済全体

の資金配分の効率化�

　②市場による監視機能の導入による金融システ

ムの透明化、安定化�

　③ノンバンクの資金調達の多様化・弾力化によ

る貸出金利低下の可能性の拡大�

　④ノンバンクの銀行依存の低下による自主性の

発揮�

　⑤証券市場全体の発展および債権流動化・証

券化の進展�

　法律概要―付帯事項�

　同法に基づいて社債発行を行う金融会社には、

社債購入者などの保護を目的として、一定の財産的

基礎など（資本または出資額が10億円以上）を要件

とする登録制度（各財務局に登録）を実施するとと

もに、ディスクロージャーの充実（貸借対照表に貸付

金を記載・不良債権の状況の開示など）を図るため

の措置を講じました。�

　なお、同法の成立に際し衆参両院は、投資家保

護の観点から、行政の監視体制の強化やディスクロ

ージャーの充実を図ること、また借り手保護の観点から、

与信審査の適正化や過剰貸付の禁止、金利の引き

下げなどについて金融業者に対し指導・要請を行い、

多重債務問題の防止に最大限努力することが付帯

事項として決議されました。�
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（2）「個人債務者民事再生手続」�

（１）「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」（特定調停法）�

参　考�

無異議債権（債権届出額）と評価済債権（再生裁判所が評価した額）の
合計�

①基準債権の総額が１００万円未満＝基準債権の総額�

②１００万円以上５００万円未満＝１００万円�

③５００万円以上１５００万円未満＝基準総額の１／５�

④１５００万円以上＝３００万円�

２年分の可処分所得�

２年間の収入合計／２－（２年間の所得税＋住民税＋社会保険料）／２
－政令で定める１年分の生活費用＝可処分所得額�

○基準債権…………�
�

○最低弁済基準額…�
�                      　　�
�
�

○ 計画弁済総額……�

○ 可処分所得………�

　資格・要件�

　再生債務者となる資格としては、将来継続又は反

復して収入を得る見込みがあり、再生債権が3,000

万円を超えないこと（住宅ローン債権等除く）として

います。�

　また再生計画は、基準債権の総額により最低弁

済基準額を定め、計画弁済総額がそれを上回ること

を基準とし、その額を3年間（5年間）で弁済すること

で残債務の免除を受けることができるとしています。�

　住宅ローン債権については、同法の適用を受けて

も住宅ローンの約定の支払いを続けることにより抵

当権の実行が行われることなく住宅を保持すること

ができます。�

　約定の支払いが困難な場合、住宅ローンが10年

を超えない範囲（但し最終弁済期が70歳を超えない者）

で、リスケジュールすることができるとしています。�

　制定背景―2000年成立・2001年施行�

　「破産法」は本来、法人の破産を念頭に制定され

たものを個人の破産手続きにも適用しているため、

以前から実務と法制の矛盾点が指摘されてきました。

個人破産の申立て件数の増加もひとつの契機とな

って、個人破産の安易な利用を防止しつつ、債務者

が利用し易いように、裁判所の事務を迅速・簡素・安

価に処理できる制度の導入が求められていました。�

　法務省・法制審議会は「個人債務者民事再生

手続」の検討を行い2000年12月に成立、2001年

4月から施行されています。�

　これまで自己破産の場合はすべての財産を処分

しなければなりませんでしたが、同法は将来、定期的

収入の見込みがある債務者がその収入を弁済原

資として債務の一部弁済をする再生計画を作成し、

裁判所の許可を得た上でこれを実行することにより

残債務が免除されます。また住宅ローンについても

リスケジュールを行うことで現在の財産を持ち続ける

ことができます。�

　法律概要―1999年成立・2000年施行�

　この法律は、経済的に破綻する恐れのある債務

者（特定債務者）の経済的再生に資するため、民

事調停法の特例として「特定調停」の手続きを新

たに定め、特定債務者が負っている金銭債務に関

わる利害関係（特定債務者等）の調整を図ることを

目的として1999年12月に成立し2000年2月から施

行されました。�

　特定債務者とは、金銭債務を負っている者で支

払不能に陥る恐れのある個人または法人を指し、

特定債務等の調整とは、金銭債権を有する者その

他の利害関係人との間における金銭債務の内容

変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係わ

る利害関係の調整のことです。　�

　特定調停とは、民事調停法により申立てる特定

債務などの調整に係る調停であって、申立ては第3

条に定める特定調停手続きに基づいて行う、など

が定められています。�

　本法律は、増加傾向にある「債務弁済協定」事

件等の民事調停の倒産手続きに類する機能をさら

に充実させました。�

　これにより特定債務者の適正かつ迅速な経済的

再生が期待されます。�
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（3）「消費者契約法」�

（４）「金融商品の販売等に関する法律」�

�（５）「金融サービス法」（仮称）�

　適用範囲�

　また契約条項で、合理的な解釈によってもその意

味について疑義が生じた場合は、消費者にとって有

利な解釈を優先させる、としています。付帯決議では

紛争の簡易・迅速な解決を図るため国民生活センタ

ーや消費生活センターの充実・強化を求めています。

消費者契約法は、特定分野だけを扱っているので

はなく、消費者と事業者が関わる取引全般に適用さ

れる横断的なルールとなっています。但し第9条にあ

る消費者が契約に基づき支払うべき金銭の支払い

が遅延した場合、14.6％を超える部分は「無効」とし

ていますが、同法第11条2項で別途、法律がある場

合はその「定め」によると規定しています。�

　法律概要―2000年成立・2001年施行�

　規制緩和の流れのなかで、事業者と消費者に対

して自己責任を持ってもらうことが求められてきてい

ますが、消費者と事業者の間には交渉力・情報力に

おいて格差があるという視点から、消費者に配慮し

たルール作りが行われ、同法は2000年5月に公布され、

2001年4月から施行されました。�

　主な内容は、以下の二つに大別されます。�

　契約過程で事業者が消費者に対して誤認（嘘を

言う・将来不安なものを断定的に判断して示す・不利

益なことを故意に言う）を与えたり、困惑（本人の意思

に反しての無理な契約）などを与えた場合、消費者に

契約を取り消す権利が与えられ、また、契約内容・条

項に消費者が一方的に不利益な条件があれば、消

費者がその無効を主張できる権利などを付与しました。�

　法律概要―2000年成立・2001年施行�

　金融商品の販売・勧誘のルールについては「日本

版金融サービス法」の整備の第一歩として、当面可

能な法制化を念頭において金融審議会で審議され

てきました。法制定上のポイントとして審議された点

は①金融商品の説明義務の明確化と民事上の効

果②販売業者のコンプライアンス（内部管理）の整

備といった点です。同法は2000年5月に成立し、

2001年4月に施行されました。�

　金融商品の説明義務の明確化と民事上の効果に

ついては、十分なリスクの説明などを消費者にしなか

った場合、損害賠償責任を問えるように、元金を保証

し消費者の利益の保護が図れるように定められました。�

�

　内　容�

　具体的には�

　①金融商品の範囲はできるだけ対象を広くし、商

品を幅広く列挙�

　②販売業者の範囲は対象金融商品の販売行為

を業として行うものを広く対象とする �

　③説明すべき内容は、顧客のリスク判断にとって

重要な事項とし、収益の変動や元本割れの可

能性を商品の仕組みに沿って説明する�

　④いわゆるプロが顧客である場合や顧客が説明

を不要とした場合は説明不要�

　また販売業者のコンプライアンス（内部管理）体制

などについては、勧誘に関する社内規程の整備・遵

守を義務付けるとともに、同規程の基本的な方針に

ついて公表などを義務付けています。�

　法律概要�

　大蔵省（現・金融庁）は1997年7月に「新しい金融

の流れに関する懇談会」を設置し、「金融サービス法」

（仮称）の立法化の検討を行いました。1998年6月に

は論点整理を行い、同法を21世紀の金融を支える

制度的な基本インフラと位置付けました。�

　新しい金融ルールの枠組みの中で金融取引全般

を広く包括的・横断的にカバーする法として、縦割り

規制から機能別規制に転換するとともに、ルール違

反には行政上の規制にとどまらず民事上の責任も

追及される仕組みの整備を念頭に検討を進めました。

いわゆる「日本版金融サービス法」です。その結果、

資産流動化型スキームである「ＳＰＣ法」の改正、金

融商品の販売・勧誘ルールの整備に関して「金融

商品の販売等に関する法律」が制定されました。�

　金融イノベーションが推進されるなか、さまざまな

金融商品も販売されるようになってきています。民事

訴訟での金融紛争処理の限界を考えつつ短期間・

低費用で金融紛争を処理するために、裁判外での

紛争処理制度の整備などと消費者教育の充実につ

いて検討が行われています。�

�
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３．不良債権処理促進のための法制度�
�

（１）「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」（ＳＰＣ法）�

（２）「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」（債権譲渡特例法）�

（６）「個人情報保護法案」�

�

　法律概要－1998年成立・施行�

　法人が債権者の特定されている金銭債権を譲渡

する際、従来は民法により確定日付のある証書により

譲渡人が債務者に通知するか、債務者が承諾する

かのいずれかがなされなければ、債権譲渡を第三

者に対抗できないと規定されていました。�

　同法は、法務局設置の「債権譲渡登記ファイル」

に債権譲渡の事実を登記することにより第三者対抗

要件を具備できるというもので、1998年6月に成立、

同年10月に施行されました。�

　これにより特に、消費者金融やクレジット債権などの

多数の債権をプールして流動化・証券化する際は、

簡便な手続きで、かつ安い費用でできるようになりました。�

　1998年6月成立・9月施行�

　金融機関の不良債権問題に端を発して、これを

金融システム全体の枠組みの中で、適切に処理して

いくことを目的にして同法の検討が行われました。同

法は、特定目的会社（ＳＰＣ）の活用により、債権者が

特定されている金銭債権や不動産とこれらの資産

に基づく信託の受益権＝特定資産（クレジットや消

費者ローン債権も特定資産に含まれる）の流動化・

証券化を促進することを目的にして1998年6月に成立、

同年９月から施行されました。�

　2001年3月－閣議決定�

　政府は、2001年3月の閣議で「個人情報の保護に

関する法律案」を決定し、2001年通常国会へ提出

しました。施行は公布日からとしていますが、民間企業・

団体の義務要領（本人への同意内容等）に関しては、

公布日から2年以内の施行としています。�

　同法案は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個

人の権利利益を保護することを目的としています。こ

れを受け、金融庁は金融機関が保有する個人情報

を保護するための具体策を検討し、外部流出等を

防ぐのを狙いとし、同法に上乗せする形で金融関係

の個別法整備が必要としており、2002年通常国会

提出、2003年個人情報保護法と同時に施行する予

定としています。�

　又、個別法検討においては、消費者金融業界等

の信用情報機関についても対象となる方向で進め

られています。�

�

　個人情報保護法案骨子�

◇個人情報を取り扱うすべての企業・団体に適切

な取扱いを定めた基本原則の遵守を求める。�

◇個人情報は適法かつ適正に取得し、利用目的の

範囲内で取り扱い、漏洩、毀損の措置を講じる。�

◇個人情報取扱事業者は利用目的を明確にし、第

三者へのデータ提供はあらかじめ本人の同意が

ない限り原則禁止。本人から正当な求めがあれば、

開示、訂正、利用停止や消去の措置を取らなけ

ればならない。�

◇主務大臣は業者が設ける苦情処理機関を認定し、

事業者から個人情報の取扱いについて報告を

求め、勧告、命令を行うことができる。従わない場合、

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科す。�

◇報道機関、学術研究機関、宗教団体、政治団体

には「基本原則」を適用、「義務規定」は適用外

とする。�

　法律概要－2000年改正・施行�

　金融審議会は「資産流動化型スキーム」（特定の

資産流動化を企業から切り離し証券化などによって

流動化を図る仕組み）について以下の観点から法整

備を行い、「ＳＰＣ法」改正に向けての検討を行いました。�

　①投資家保護に配慮しつつ簡素・合理化を図り

使い勝手をよくする�

　②流動化対象資産を拡大する（不動産・指名金

銭債権などへも対象を拡大）�

　③流動化の受け皿としてＳＰＣに加え信託も利用

可能とする�

　金融審議会の答申を受けて大蔵省（現・金融庁）は、

改正案を内閣提案で衆議院に提出し2000年5月に

成立、同年11月に施行されました。�
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　1998年成立－2001年改正法成立�

　「サービサー法」（債権回収会社）とは、第三者に

譲渡された債権の元利金を受託・回収する専門業

者のことを言います。金融機関の不良債権の回収や、

流動化を進める上でサービサー導入の必要性が高

まっていましたが、弁護士法に抵触するためこれまで

民間専門回収業者は認められていませんでした。�

�　同法は1998年10月に成立、1999年2月に施行さ

れましたが、貸金業者の有する債権は対象から除

外されていました。そうした中、2001年4月には早く

も与党三党から改正案が衆議院に提出され、「貸

金業者が有する貸付債権の全てを特定金銭債権

とすること」すなわちノンバンク債権への取扱い拡

大との要領が盛り込まれ、同年6月には衆参両院に

て可決・成立しました。施行日は成立から6カ月以内

としています。�

　法律概要�

　サービサーの設立要件としては、許可制とし、資

本金5億円以上の株式会社で、業務に従事する取

締役に最低1名の弁護士を選任する必要があります。

2001年7月5日現在で債権管理回収業の営業許可

会社は52社あります。（図表50）�

�　対象債権は「金融機関の特定金銭債権」「同子

会社の事業向不動産担保債権」「特債法に規定す

るリース・クレジット債権の一部管理回収」「貸金業

の規制等に関する法律に規定する貸金業者が有

する全ての債権」としています。�

　今後の動向�

  今回の改正により、債権回収会社が一元化される

ことにより、債務者の混乱を妨げ、また、今後拡大が

予想される債権の流動化市場において、貸金業界

をはじめ信販、クレジットカード業界では債権管理・回

収業務の効率化を進める上で有力な選択肢を獲得

したことを意味しています。�

図表50　債権管理回収業の営業許可会社�
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フロンティア債権回収（株）�
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ミレニアム債権回収（株）�
（株）ジャパンファイナンス債権回収�
卯浩債権回収（株）�
ジェーピーエヌ債権回収（株）�
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４．経済のIT化に伴う法制度の動き�
　概　況�

　政府は「IT革命の推進」を最重要課題のひとつ

として2000年7月、内閣に「IT戦略本部」を設置しま

した。首相の諮問機関である「産業新生会議」や私

的懇談会の「IT戦略会議」の中でも、将来の本格

的なインターネット時代における消費者取引を円滑・

適正に推進するための法律の制定・改正の必要性

について検討されました。その中で最優先で取り上

げられたのが「契約書面の交付義務の免除」です。�

　契約書面の交付義務の免除�

　商品やサービスを提供する業者が消費者と契約

を結ぶ際に、業者は契約内容を記載した書面を消

費者に渡すことが義務付けられています。通信販売

の取引などでも取引内容の確認のために書面を渡

すことが義務付けられており、こうした法律は数多く

あります。�

　インターネット取引の利点は、簡単で迅速にできる

点にあり、書面の交付を別途義務付ければ、その特

性を失いかねないとして、関連法にある書面の交付

義務の廃止を求める声が出ていました。インターネッ

ト取引が終了しても改めて書面を交付する手間やコ

ストを取り除くことを目的として検討が進められました。�

　法律改正�

　政府は、こうした声を受けて2000年の通常国会に「書

面の交付等に関する情報通信の技術の利用のた

めの関係法律の整備等に関する法律案」を提出、

同年11月に書面交付を義務づけている50法律を一

括して改正、契約書などの書面の交付を電子的な

方法（電子メール、FAX、web、CD-ROM、iモードなど）

に置き換えることを可能としました。�

　しかし貸金業規制法については、一括改正の対

象から外され、同法で定められている書面交付義務（第

17条、第18条）については従来通り、郵便、店頭など

からの交付となります。今後、インターネット取引の進

展に伴い貸金業規制法についても適用し改正され

ることが望まれます。�

図表51　連絡会各社のインターネット・サービス�

インターネット�
￥enショップ�

①会員申込み�
②融資可能額、返済のシミュレーション�
③利用残高、融資可能額、支払予定日、返済額の照会�
③振込キャッシング受付�
④各種サービス案内、医療ホットライン24

・パーソナルコンピュータ�
・iモード（NTTドコモ）�
・EZweb（KDDIグループ）�
・J-sky（J-フォングループ）�
・Lモード（NTT東西）�

オンライン�
アコム支店�

①会員申込み�
②融資可能額シミュレーション�
②利用残高、融資可能額、支払予定日、返済額の紹介�
③振込キャッシング受付（15分以内に振込）�

・パーソナルコンピュータ�
・iモード（NTTドコモ）�
・EZweb（KDDIグループ）�
・J-sky（J-フォングループ）�

武富士�

アコム�

プロミス�

アイフル�

GEコンシューマー・�
クレジット�

三洋信販�

eきゃっシング� ①会員申込み、融資可能額、返済シミュレーション�
②利用残高、融資可能額、支払予定日、返済額の照会�
③振込キャッシング受付�
④各種変更手続き受付�
⑤利用限度額増枠手続き�

・パーソナルコンピュータ�
・iモード（NTTドコモ）�
・EZweb（KDDIグループ）�
・J-sky（J-フォングループ）�

ポケットバンク-e ①会員申込み�
②融資可能額のシミュレーション�
③利用残高、支払予定日、返済額の照会�
④振込キャッシング受付�
⑤各種変更手続き受付�

・パーソナルコンピュータ�
・iモード（NTTドコモ）�

サイバーショップ�
プロミス�

①会員申込み�
②融資可能額、返済のシミュレーション�
②利用残高、融資可能額、支払予定日、返済額の照会�
③振込キャッシング受付（3分以内に振込）�
④各種変更手続き受付�

・パーソナルコンピュータ�
・iモード（NTTドコモ）�
・EZweb（KDDIグループ）�
・J-sky（J-フォングループ）�

特になし� ①会員申込み（審査結果を10秒で返信する）�
②利用残高、融資可能額、支払予定日、返済額の照会�
③振込キャッシング受付�
④各種変更手続き受付�

・パーソナルコンピュータ�
・iモード（NTTドコモ）�
・EZweb（KDDIグループ）�
・J-sky（J-フォングループ）�

ネット店舗名� ネット店舗サービス内容� ネットサービス提供�

（2001年7月末現在）�
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５．「出資法」改正に伴う「利息制限法」「貸金業規制法」との関係�

（１） 枠組みの変化�

 　 （注）貸金業規制法�

●第１７条（交付書面の記載内容）：�

�

�

�

●第１８条（受取書面の記載内容）：�

�

①貸金業者の商号、名称または氏名および住所②契約年月日

③貸付の金額④貸付の利率⑤返済の方式⑥返済期間および

返済回数⑦賠償の予定（違約金を含む）に関する定めがあると

きはその内容など�

①貸金業者の商号、名称または氏名および住所②契約年月日 

③貸付の金額④受領金額およびその利息、賠償金または元本

への充当額⑤受領年月日など�

180

%

40

20

60

80

100

0

'83'49 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 年�

109.5%

182.5%

出資法上限金利�

73.00%

['83.11]

['86.11]

['91.11]
['00.6]

54.75%

40.004%

図表52　貸付上限金利低下の推移�

['49.5]

　論点――1999年改正�

　この時の上限金利引き下げで議論された点は「利

息制限法」の第１条２項で定められた「債務者は、

前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の

規定にかかわらず、その返還を請求することができ

ない」との規定を「貸金業規制法」の中でどう位置

付けるかというものでした。�

　任意性を否定し、すべて無効とする強硬な意見

もありましたが「利息制限法」で定める最高限を超

過する利息の支払いをすべて無効とする考えは、

経済実態にそぐわないとして「貸金業規制法」第

43条に任意性を確保する規定（みなし弁済規定）

が設けられ、要件を満たせば「超過利息の支払い

は有効な利息の債務の弁済」とみなされることに

なりました。�

　1991年に定められた上限金利40.004％はその後、

1999年の「商工ローン問題」が契機となって、同年

12月に年29.2％に改正され、2000年6月に施行され

ました。�

　本則金利移行�

　1983年の「貸金業規制法」施行時に「出資法」

に規定され処罰の対象になる上限金利は、大幅に

引き下げられました。�

　本則金利を従来の年109.5％から年40.004％とし、

段階的に年73.00％、年54.75％とする経過措置を設

けました。�

　本則金利への移行は1991年です。（図表52）�

　年40.004％という金利は「利息制限法」が遅延損

害金限度を2倍としていたため「利息制限法」の最

高限年20％の2倍である年40％を最少限超える金

利で、かつ日歩に換算して「毛」の単位で落ちつく金

利（日歩10銭9厘6毛）として決められたものです。�

29.2%
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（２）「任意ゾーン金利」と「みなし弁済」�

0%

100%

金利�

任意ゾーン�
○年20％（元本10万円未満）�

○年29.2％（'00年6月以降）�

○年40.004％（'91年11月以降）�

○年54.75％（'86年11月以降）�

○年73％（'83年11月以降）�

○年109.5％�

利息制限法の�
上限金利�

出資法の�
上限金利�

○年18％（元本10万～100万円未満）�
○年15％（元本100万円以上）�

図表53　任意ゾーン金利の図解と業態別、主要企業別カードローンの上限金利�

　要　件　�

　利息制限法の利息の最高限（年20％）と改正出

資法の上限金利（年29.2％）の規定は、前項で述べ

たとおり、利息制限法で定める最高限を超過する利

息の支払いをすべて無効とする考えは経済実態に

そぐわないとして、貸金業規制法第43条に任意性を

確保する規定（みなし弁済）を設け、この要件を満た

せば「超過利息の支払いは有効な利息の債務の弁済」

とみなされると規定されました。�

　この二つの法律（上限金利）の中間に位置する

金利帯（20％～29.2％）が「任意ゾーン金利」とい

われているものです。�

�　また法律の性格として、利息制限法は刑事罰の

ない民事法で、出資法は刑事罰のある刑事法と位

置付けられます。�

　43条規定�

　任意ゾーン金利帯の利息・損害金の支払いにつ

いては、所定の要件を満たした手続きによって、債

務者が任意に支払ったのであれば有効な利息の

債務の弁済とみなされます。�

　貸金業規制法第43条に定める「任意に支払っ

た場合のみなし弁済」要件は、次のとおりです。�

　①登録貸金業者による貸付けであること�

　②弁済が利息・損害金であること�

　③弁済が任意であること�

　④貸付け時に第17条の契約書面が交付されて

いること�

　⑤弁済時に第18条の受取書面が交付されてい

ること�

　従って、上記の要件が満たされていれば、後日に

債務者から返済請求を受けても原則として返還す

る義務は負わないと定めています。また逆に、これ

らの要件を満たしていない場合は、第43条の適用

がなくなり、結果として利息制限法第1条に関する

規定が適用されることになります。�

　また第17条に規定する契約書面の交付は遅滞

なく交付しなければならず、弁済時の受取書面は

弁済を受けたときは「その都度、直ちに」に受取証

を交付しなければならない（第18条）と規定してい

ます。�

　三法の関係�

　以上のことから出資法、利息制限法、貸金業規

制法における法的金利規制の関係は、次の三つに

分類されると考えられます。　�

　①利息制限法の制限を越えない利息については、

契約も授受も自由であり、この利息は裁判所の

訴えによって保護される�

　②利息制限法の限度（年15％～年20％）を超え

出資法の限度内（年29.2％）の利息については、

貸金業規制法第43条に定める要件を満たし、

かつ債務者が任意に支払った場合には有効

な弁済とみなされる�

　③出資法の限度（年29.2％）を超える利息受領

は処罰の対象とされる。超過分の返還請求は

認められる�

出典：『月刊消費者信用』2000年9月号より作成�
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